
要介護度
基本報酬単価
定期巡回

通所利⽤減算 ショートステイ等を利⽤した場合の減算
（⽉途中から利⽤した場合の⽇割り⽇額）

介護1 5,446 62/⽇

介護2 9,720 111/⽇

介護3 16,140 184/⽇

介護4 20,417 233/⽇

介護5 24,692 3,720 281/⽇

初期加算

総合マネジメント体制強化加算

サービス提供体制加算Ⅰ

介護員処遇改善加算Ⅰ

基本報酬単価
訪問介護利⽤の場合

定期巡回・随時対応型ヘルパーステーション⾦上ご利⽤料⾦表

基本料⾦（単位数）
※1基本単位数 ※2 ※3

/⽉
2,920

/⽉

179×利⽤⽇数（在籍⽇数）

319×利⽤⽇数（在籍⽇数）

529×利⽤⽇数（在籍⽇数）

669×利⽤⽇数（在籍⽇数）

810×利⽤⽇数（在籍⽇数）
※1 定期巡回サービス利⽤のみの基本単位になります。
※2 訪問看護を併⽤された場合の訪問看護報酬単位数になります。
※3 デイケア・ショートスティ等利⽤された場合は表に記載された単位数分減算となります。

各種算定加算
30/⽇ 利⽤開始から30⽇間算定される加算になります

※1単位10円

※1単位10円

1200/⽉

利⽤者様の状態向上・維持のために必要な多職
種共同での⽀援計画協議・作成・実施の体制が
取れている事。地域に対する事業所・住⺠間の
情報共有・発信が⾏えている事等が算定要件

750/⽉
①事業所職員の介護福祉⼠割合70％以上
➁勤続10年以上の職員が25％配置されている事
が算定要件

（基本報酬＋各種加算）×24.5％


